
１  制 限 措 置  
整 理

番 号  

漁 業 種 類  許 可 又 は 起 業

の 認 可 を す べ

き 船 舶 等 の 数  

船 舶 の  

総 ﾄﾝ数  

推 進 機 関

の 馬 力 数  

操 業 区 域  漁 業 時 期  漁 業 を 営 む 者 の 資 格  

１  筒  ３  定 め な し  定 め な し  別 記  1 月 1 日 か ら

12 月 3 1 日 ま

で  

山 口 県 下 関 市 豊 北

町 、 豊 浦 町 に 漁 業 根

拠 地 を 有 す る 者  

2  小 型 い か

釣 り （ 県

外 船 ）  

４  定 め な し ※  定 め な し  山 口 県 外 海  7 月 1 日 か ら

翌 年 3 月 3 1

日 ま で  

石 川 県 に 住 所 を 有

し 、 自 県 も し く は 根

拠 地 県 に お い て 同 種

漁 業 の 許 可 を 現 に 有

す る 者  

 
【 別 記 】  

東 経 １ ３ ０ 度 ３ ８ 分 の 線 以 西 及 び 下 関 市 豊 北 町 角 島 灯 台 基 部 か ら ２ ７ ０ 度 の 線 （ 以 下 「 Ａ 線 」 と
い う 。 ） 以 北 の 山 口 県 外 海 及 び Ａ 線 以 南 の 山 口 県 外 海 。 た だ し 第 ２ 種 共 同 漁 業 権 設 定 区 域 を 除 く 。  
 
２  許 可 又 は 起 業 の 認 可 を 申 請 す べ き 期 間  
 ・ 整 理 番 号 １ に 係 る も の  

令 和 ６ 年 ３ 月 ６ 日 か ら 令 和 ６ 年 ４ 月 ５ 日 ま で （ 一 月 ）  
 ・ 整 理 番 号 ２ に 係 る も の  

令 和 ６ 年 ５ 月 １ 日 か ら 令 和 ６ 年 ５ 月 ３ １ 日 ま で （ 一 月 ）  
 
３  許 可 の 有 効 期 間  
 ・ 整 理 番 号 １ に 係 る も の  

許 可 の 有 効 期 間 の 末 日 は 既 存 同 許 可 の 有 効 期 間 の 末 日 と 同 日 と す る 。  
 ・ 整 理 番 号 ２ に 係 る も の  

令 和 ６ 年 ７ 月 １ 日 か ら 令 和 ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で  
 



※ 小 型 い か 釣 り 漁 業 の 「 船 舶 の 総 ト ン 数 」 は 、 山 口 県 漁 業 調 整 規 則 （ 令 和 2 年 山 口 県 規 則 第 4 6 号 ）
第 ４ 条 第 １ 項 第 １ ６ 号 で 「 総 ト ン 数 ５ ト ン 以 上 ３ ０ ト ン 未 満 」 と 定 め ら れ て い る 。  

 


